
税務情報 

金融庁 ― 英語版「キャリード・インタレストの取扱い」の公表 

4 月 5 日発行の e-Tax News No.227「国税庁 - 文書回答の公表（キャリード・インタ

レスト及び LIBOR の公表停止関連）」では、国税庁が 4 月 1 日、個人であるファンド

マネージャーが投資組合事業（*）の組合員として運用する組合事業から出資割合を

超えて受け取る組合利益の分配（キャリード・インタレスト）に関する以下の文書回答

を公表したこと及び金融庁が同日、「キャリード・インタレストの税務上の取扱いにつ

いて」というページに、国税庁の文書回答とほぼ同様の資料を「公表文」として掲載し

たことをお知らせしました。

（*） 租税特別措置法第 37 条の 10 第 2 項に規定する株式等の取得及び保有を目的

とする組合事業 

 キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達 36・37 共―19 の適用

について（情報）（2021 年 4 月 1 日）（PDF 521.0KB）

4 月 22 日、金融庁は「キャリード・インタレストの税務上の取扱いについて」に対応す

る英語のページ「Tax Treatment of Carried Interest」を公表しました。このページに

は、日本語の「公表文」に対応する英語の資料（PDF 465.0KB）が掲載されています。 

なお、日本語のページに「後日掲載予定」と記載されている「チェックシート」及び「所

得の計算書」（実際にキャリード・インタレストを受け取るファンドマネージャーが個人

所得税の確定申告を行う際に添付書類として利用可能なもの）は、同日においてま

だ公表されていません。 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努め
ておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではあり
ません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショ
ナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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